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（様式－１ 表紙） 

 

 

  １ 調査名称：（清水町）総合都市交通体系調査 

 

 

 

 ２ 調査主体：清水町 

 

 

 ３ 調査圏域：清水町管内 

 

 

 ４ 調査期間：平成 30 年度 

 

 

 ５ 調査概要： 

清水町の都市計画道路は、昭和 36～37 年に骨格となる路線（5 路線）が計画決

定され、その後、昭和 63 年に２路線が追加計画決定された。 

しかしながら、都市計画決定後、事業化の目途が立たず、長期間が経過しても

未だ事業に着手していない路線も存在し、そのため、関係住民に対して長期間に

わたり建築行為に一定の制限等が課せられるなどの状況が続いている。 

また、これまで増加傾向であった人口の減少に伴う自動車交通量の減少や少子

高齢化の進展など、都市計画決定当時からの時代の流れや道路利用ニーズの変化

などにより、都市計画道路に求められる機能・役割についても変化が生じてきて

いる。 

こうしたことから、清水町では、町内全ての都市計画道路を対象に、都市計画

道路としての必要性や整備の合理性などの再検証を行い、これからの社会経済情

勢に見合った適切な都市計画道路の整備の方向性を明らかにすることとした。 
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（様式－２ａ 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名称：（清水町）総合都市交通体系調査 

 

 

 

 ２ 報告書目次 

 

見直しガイドライン（案） 

１．はじめに 

２．都市計画道路見直しの背景 

３．都市計画道路の現状 

４．都市計画道路見直しの流れ 

５．検証の方法 

６．今後の進め方 

 

見直しマニュアル（案） 

１．本マニュアルについて 

２．都市計画道路見直しの流れ 

３．検証の方法 

 

見直し方針（案） 

１．検証対象路線（区間）の抽出 

２．検証路線（区間）の必要性の検証 

３．検証路線（区間）の合理性の検証 

４．新道路網による検証 

５．見直し方針（案）の作成 

６．都市計画道路見直し方針の今後の進め方 
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                                                      （様式－２ｂ 調査概要） 

 

 ３ 調査体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 委員会名簿等： 

 

 

 

 

 

 

 

清水町道路等検討委員会 

（ 委員長：関副町長  副委員長：向笠建設課長 ） 

  

清水町道路等検討委員会 事務局 

（ 清水町建設課 工務係 ） 

 所 属 役 職 等 氏 名 

委 員 長 清 水 町 副 町 長 関 義弘 

副委員長 清 水 町 建 設 課 課 長 向笠 昭彦 

委 員 清 水 町 総 務 課 課 長 野田 敏彦 

委 員 清水町企画財政課 課 長 高嶋 広幸 

委 員 清水町くらし安全課 課 長 久保田 徹 

委 員 清水町都市計画課 課 長 太田 雅明 
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（様式－３ａ 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

清水町内の都市計画道路について、都市計画決定時と比較し、人口減少や経済

の低成長、市街地拡大の収束等社会的背景の変化が見られる中、必要性に変化が

生じている路線もあることから、その再検証により都市計画道路の見直しを行う

ことを目的とする。 

 

 ２ 調査フロー 
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３ 調査圏域図 
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（様式－３ｂ 調査成果） 

 ４ 調査成果 

 



－7－ 

 

 

 



－8－ 

 

 

 



－9－ 

 

 

 



－10－ 

 

 

 



－11－ 

 

 

 



－12－ 

 

 

 



－13－ 

 

 

 



－14－ 

 

 

 



－15－ 

 

 

 


